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６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償

還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 

(1) 消却、払戻し、償還又は返済についての考え方 

当社が受け入れております公的資金（優先株式による 1 兆 1,000 億円）の返済につき

ましては、グループ収益力を早期に強化し、その返済原資となる剰余金を積み上げた上

で、経済状況等を踏まえるとともに、関係当局の承認を前提に、20 年 3 月期末までの早

期返済を目指しております。 

 

(2) 剰余金の推移 

当社に当社傘下の 4 社（三井住友銀行、三井住友カード、三井住友銀リース、日本総

合研究所）を合算したベースで、19 年 3 月期におきまして、優先株式による公的資金 1

兆 1,000 億円を十分上回る 2 兆 7,607 億円（うち利益性剰余金 1 兆 5,314 億円）の剰余

金水準を確保できる見込みであります。 

 

＜剰余金の積み上がり状況＞ 

                                 (億円)    

  
17/3 月期

実績 

18/3 月期

計画 

19/3 月期

計画 

20/3 月期 

計画 

21/3 月期

計画 

期末合算剰余金(注) 16,488 23,472 27,607 32,328 37,827 

その他資本剰余金 8,985 12,293 12,293 12,293 12,293 

（注）・三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、三井住友カード、三井住友銀リース、 
日本総合研究所の剰余金合計（三井住友ｶｰﾄﾞは持分勘案後） 

・18/3 月期より、三井住友銀行における資本準備金 3,449 億円の剰余金への振替を勘案 

 

(3) 収益見通し 

今回の収益計画において前提となった諸条件が変動した場合の収益変動(業務純益)に

つきましては、図表 11 の通りであります。 




